
 

 

体操教室企画及び運営等業務委託 仕様書 

 

１ 業務名 

体操教室企画及び運営等業務委託 

 

２ 目的 

長崎スタジアムシティと連携して新たな「子どもの体験」の場を創出し、多様な学びに繋

げるとともに、長崎ならではの体験を通じて夢や希望を育み、地域への誇りと愛着の醸成

を図ることを目的として、体操教室を開催する。 

 

３ 履行期間 

契約日～令和 9 年 3 月 31 日（水） 

 

４ 履行場所 

指定場所 

 

５ 業務内容 

 （１） 子ども向け体操教室の企画・運営 

 （２） 広報・周知 

 

６ 業務内容詳細 

教室の企画・運営 

各事業は次の概要に沿って企画・運営すること。 

 （1） 子ども向け体操教室の企画・運営 

開催の場所、内容等については、以下のとおりとし、実施にあたっては提案内容をも

とに市と協議の上決定する。 

ア 開催場所 

・２に掲げる事業目的に鑑み、開催場所は長崎スタジアムシティ「ハピネスアリーナ」

とする。 

イ 開催日時 

・開催日時については、提案によるものとする。 

 ウ 開催内容 

・講師として、著名な体操経験者を招へいする。 

・講師による講演やデモンストレーションの時間を用意し、教室参加者以外も多数の

市民が観覧できるような要素を盛り込む。 

（R7 年度実績：プログラム内容等別紙参照。教室参加者 253 名 その他イベント



 

 

747 名） 

エ 募集 

・参加者の募集については、募集において必要となる項目を市に提出し、市が市の

管理するシステム(長崎市電子申請サービス)により募集する。データを市から受託

者に提供し、集計及び抽選を受託者において行うものとする。 

・募集の対象者は、幼児～中学生を想定しているが、提案により調整するものとす

る。 

・教室の申込受付、連絡及び管理は受託者が行うこと。 

・応募者が募集定員を上回る場合は、公正な抽選により決定すること。 

・応募者全員に、参加決定または非決定を通知すること。 

・教室の募集開始日及び募集期間については、市と協議の上決定する。なお、募集

は余裕をもって行うこと。 

・教室の参加者が定員を満たすような工夫を行い、募集の開始、申込み状況の報告

を市に対して適宜行うこと。なお、申込期間中に参加者数が定員の７割程度に満た

ないことが想定された場合は、市に報告を行った上で参加者増の対策を講じるこ

と。 

   オ 当日の運営 

・企画の内容に沿って円滑に実施できるよう人員を手配し、運営すること。なお、行

事参加者の怪我及び事故発生時のための保険に加入すること。 

  なお、加入する保険の種類、補償対象及び補償内容等の目安は以下のとおりとす

る。 

(ア) 傷害保険 

項 目 内   容 

保 険 者 体操教室参加者 

補 償 対 象 体操教室参加者が、開催中の事故により傷害を

負った場合 

補 償 内 容 死亡・後遺障害     670 万円 

入院 (1 日につき)  10,000 円 

通院 (1 日につき)  5,000 円 

 

(イ) 賠償責任保険 

項 目 内   容 

保 険 者 イベント主催者(長崎市) 

補 償 対 象 会場施設の欠陥、機材の破損、管理不備、監督不

注意、遂行上の手順不備当によって生じた事故

で、参加者に対して法律上の損害賠償を負った



 

 

場合 

補 償 内 容 損害賠償金 対人・対物共通 3 億円 

 

 カ 使用する機材 

・教室に使用する機材の調達については、受託者において調達するものとする。 

 キ 参加費用の設定 

・参加費用については無料とする。 

 

 

 （2）広報・周知 

教室の参加者の募集及び取組み周知のため、効果的な広報を行うこと。手法や内

容については、内容については市と協議の上決定する。なお、広報等の実施にあたっ

ては、スケジュールに余裕を持ち、適宜市と協議を行うこと。 

 ア ホームページ制作 

・本業務に係る事業の周知及び申込者が長崎市電子申請サービスにアクセスできる

ホームページを制作する。 

・契約締結後、速やかに制作すること。 

 イ チラシ製作 

・周知を行うためのチラシデータを作成する。校正回数は２回とする。 

 

 

7 成果物の提出 

 （1） 提出物及びその仕様等 

成果物については、次のとおり市に提出することとし、提出にあたっては、市が指定

する媒体に格納し提出すること。なお、提出締切日が土日祝の場合は翌営業日までに

提出すること。現物や完成データのほか、広告等で使用した素材についても必要に応

じて提出すること。 

 

【成果物一覧】 

・業務報告書：完成データ（PowerPoint）、PDF 形式 提出締切：履行期間中 

・実績報告書：完成データ（PowerPoint）、PDF 形式 提出締切：履行期間中 

・その他本業務において作成した資料等        提出締切：履行期間中 

 （2） 成果物の著作権 

成果品については、原則として長崎市の広報等のために必要な範囲内で、市が複製

し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすることができるものとする。著作権は市

に帰属するが、作成の都合上やむをえず、著作権を本市に譲渡できない写真、文章等を



 

 

使用する場合は、事前に市に申し入れを行い、承諾を得ること。市に著作権を帰属させ

ることができない写真、文章等の二次利用については、その都度、市と受託者とで協議

すること。 

 

8 業務責任者 

 （１） 業務の実施に先立ち、直接的かつ恒常的な雇用関係にある業務責任者を選任し、

次の事項について契約締結時に書面をもって監督職員に通知すること。なお、業務責任

者に変更があった場合も同様とする。 

・氏名 

・受託者との雇用関係を証明する書類 

 （２） 業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び市の指示事項等を伝え、そ

の周知を図る。 

 （３） 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識を有する者とする。なお、業務責任者

が業務担当者を兼ねることができる。 

 

9 事故等の報告義務 

 （１） 受託者は、本業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何

に関わらず、直ちにその旨を市に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅延なく詳細な

報告並びに、その後の具体的な事故防止策を書面にて提出すること。 

 （２） 当該事故が、個人情報漏えい、滅失、き損等の場合には、受託者は、業務を中止す

るとともに、速やかに前号に規定する措置を講じること。業務中止の期間は、市が指示す

るまでとする。 

 （３） 当該事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受託者は

速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう努めること。 

 

10 個人情報の保護 

 （１） 業務上必要な個人情報等については、受託者は個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）のほか、長崎市保有個人情報等安全管理措置規程（令和５年長崎

市訓令第２号）及び契約書に従い適正に管理しなければならない。 

 （２） 受託者は、個人情報の保護及び当該契約に係る業務従事者（業務責任者、業務担

当者）を明確にするため、契約締結後速やかに、別紙様式１「個人情報保護に関する届出

書」、別紙様式２「業務従事者名簿」及び別紙様式３「個人情報に関する誓約書」を市へ提出

すること。なお、別紙様式３「個人情報に関する誓約書」については、業務従事者すべての

誓約書を提出すること。 

 （３） 受託者は、別紙様式１「個人情報保護に関する届出書」により、本業務に係る個人

情報の取り扱いに関するセキュリティ責任者を配置すること。 



 

 

 （４） 受託者は、業務従事者を追加する場合は、新たに従事する者に係る「業務従事者名

簿」及び「個人情報に関する誓約書」を業務従事前に追加で提出すること。 

 （５） 受託者は、個人情報を取り扱う業務の終了後、速やかに個人情報について記録媒

体から消去したうえで、別紙様式 4「個人情報削除証明書」を提出することとし、併せて当

該個人情報が記録された資料等（複写し、複製したものを含む。）を、市に返却すること。 

 

11 その他留意事項 

 （１） 本業務の内容全般に関して、契約締結後、市と適宜協議をするなど調整を図るこ

と。 

 （２） 契約期間中における事業実施時及び打ち合わせ等に係る受託者の交通費、資料印

刷費等、事業終了までに必要な経費は全て契約金額に含む。 

 （３） 本業務が完了するまでの過程において、緊密に状況を報告すること。 

 （４） 本業務を通じて知り得た個人情報及び機密情報については、厳重に取り扱い、漏

えい及び盗用をしないこと。 

 （５） 本仕様書に定めのない事項については、市と協議の上決定する。 

 

12 担当 

長崎市役所 企画政策部 官民連携推進室 

古谷 

  



 

 

【別紙】 

 


